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視点

組織率低下に歯止めをかけられるか

No.147 2001年2月

減少幅が拡大する日本の労働組合員

昨年末、２０００年の「労働組合基礎統計調査」結果速報が発表され

た。組合員数は引き続き減少し、組織率はさらに低下した。２０００年

６月３０日現在の労働組合員数は１,１５３万９千人、前年からの減少

人員２８万６千人は過去最大級であった。推定組織率（２１．５％）は

１９８１～８２年の横ばい（３０.８％）をはさんで、１９７６年から

２５年連続の低下を続けている。

これまでにも戦後４回、組合員数の減少期がある。第１回目は１９４９

年から５１年までの３年間、２２回目は１９７６～７９年の４年間、３

回目は１９８３～８８年までの６年間、そして１９９５年から今日まで

続いている６年間である。このうち第１回目は戦後経済の混乱期で労働

運動も大激動のときで、他の時期とは性格が異なる。２回目は第一次石

油危機を契機に“減量経営”が進められた時期、第３回目は第二次石油

危機以降のＭＥ化と８５年プラザ合意後の円高のもとで海外展開が進ん

だ時期である。２回目、３回目とも不況下の雇用調整が原因であった。

産業構造の変化が進行したため組織率は低下を続けたが、組合員数の減

少は最大で８.２万人（１９７６年）と７.５万人（１９８６年）であっ

た。第２回目の４年間では計２８万人の組合員を失った後に３年間で２

２万人回復し、３回目の６年間では計３０万人減った後に４７万人回復

している。しかし今回は、９５年８.５万人、以降、１６.２万人、１６.
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６万人、２６.８万人、２８.６万人と組合員の減少幅が大きくなってお

り、６年間計では１１６万人に達する。組織率は労働組合の社会的影響

力を端的に示す指標であり、今日の状況は容易ならざる事態である。

資料：労働省「労働組合基礎統計調査」

組合の影響力の低下

第１回目の組合員減少の後、経済活動の活発化を通じて組合員数は増加に転じ、１９

５２年以降７５年まで組織拡大期が続く。この間組合員数は終戦直後のピークの約２

倍の１２５９万人まで増えた。しかし、高度成長期を通じて、雇用者数がより早く増

加を続けたため組織率はピーク時の５５％から低下し、３３～３５％のレベルにとど

まった。この過程は、同時に農業・自営業から雇用者への就業移動が行なわれた時期

でもある。１９５２年の就業者に占める組合員比率１５％は、１９７５年には２４％

まで高まっている。この間は、組合の存在感が高まってきた時期とみることができ

る。オイルショックはその後の日本の産業構造に劇的な衝撃を与え、経済のサービス

化が進み、パートタイマーが増加した。７５年以降は今日まで組織率が一貫して低落

を続けるが、それは勤労者に占める組織労働者の比率も低下させている（２０００年

１７.７％）。
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８０年代初期と９０年代初期に組合員数の拡大期がある。産業構造の変化に対応した

組織拡大に積極的に取り組んだ組合も一部あるが、組合員数増加の多くは自然増によ

るものであった。企業が採用を手控えるとそれは自然減に転化する。リストラがこれ

に加わり、組合員数の減少を一挙に拡大させている。昨今の状況は、従来の企業内雇

用のコアの部分もアウトソーシングによって外部化されている。「自然減」のうちは

まだ組合組織のコアの部分は残るが、９５年以降９９年までの５年間で６９９８の単

位労働組合が「実質的な解散」（＝組織統合等でないもの）でなくなっている。雇用

構造に質的な変化が起きている。第4期の組合員減少期は従来とは異なるとみなければ

ならない。

３６協定をはじめ賃金控除のチェックオフなどで労働組合が労働者代表としてその協

定の当事者たりえるのは、事業所で従業員の過半数を組織しているときである。非正

規労働者は雇用者の3割に近づいており、管理職を2割とすると正社員組合の組織化対

象は５割程度になってしまう。派遣・擬似派遣（請負）は法形式上、派遣元で労使協

定が締結されることになっているが、実質的に事業所の過半数割れを起こしている組

合はかなり増えているものと思われる。

組織拡大の努力

連合は１９９６年以降３年間の「第一次組織拡大実行計画」に引き続き、１９９９年

１０月からは向こう２年間で７０万人拡大を目指す「第二次組織拡大実行計画」を進

めている。この間、実績は目標からは遠いが、地域ユニオン、何でも相談ダイヤル、

フリーダイヤルの全国展開、アドバイザー制度などの組織的・財政的態勢が整えられ

てきた。（注１）

９９年１０月以降の実績をみると、３１構成組織で４３３組合、６.７万人拡大した。

地域ユニオンは２８地方連合に結成されており、この間１.４千人増やしている。ゼン

セン同盟の２.２万人と傑出した拡大実績、商業労連や地域ユニオンにおけるパートタ

イマーの組織化が進展など特筆すべき実績はある、しかし、構成組織の過半数では組
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織拡大がまったくなく、全体としての組合員の減少を食い止めるには至っていない。

『９８年労働組合実態調査』（９９年５月）よると５９％の組合で過去３年間に組合

員数が「減少」しているが、７６％の組合は組織拡大に「必ずしも重点課題として取

り組んでいない」。ほぼ「十分な組織化が行われているため」であり、管理職やパー

トタイマーなど「組織拡大する見込みが少ないため」である。企業別組合の重要性は

今後も変わらないとしても、組織率の歴史的低下という事態に有効に対処しえていな

い。組織拡大のためには、産業別組織のリーダーシップが欠かせず、地域組織の重要

性が増している。

アメリカとイギリスで組織率低下に歯止め

組織率の趨勢的低下は主要国で共通してみられるが、アメリカとイギリスでは９８年

から組合員数が増加に転じるようになっている。

ＡＦＬ・ＣＩＯでは１９９５年以来、組織化を戦略的に進めるようになった。組織化

推進部門の設置、ユニオン・サマー（学生の組合運動への勧誘）に加え、オルグ養成

セミナー、通年のユニオン・カレッジ（ジョージ・ミーニー・センター）などで年間

１万人を超える受講者へのオルグ養成を進め、年間予算の３０％を組織化に充ててい

る。ＵＰＳ争議が反転高揚のきっかけになり、９８年には４０万人、９９年には６０

万人超の組織化に成功した。年間４０００万ドル、予算の半分を組織化につぎ込んで

いる国際サービス労組（ＳＥＩＵ）の活動が目立っている。全米自動車労組（ＵＡ

Ｗ）、全米鉄鋼労組（ＵＳＷＡ）も組織化で成果をあげている。従来組合空白であっ

たハイテク分野で、ＩＢＭやマイクロソフト従業員との接触が始められており、医

師・エンジニアなど専門職組織化の動きも現れている。（注２）

イギリスでも９８年に組合員が５万人、９９年は１０万人超増加して、２０年ぶりに

長期低落傾向に歯止めがかかった。イギリスで特徴的なのは女性、パートタイマー、

アジア系労働者の組織化が多いことである。組合員増加には、①ＡＦＬ・ＣＩＯの組

織化戦略に範をとったオーガナイジング・アカデミー卒業者による組織化が成果をあ

げていること（９９年１.８万人）、②合同機械工労組（ＡＥＥＵ）を中心とする労使



視点

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no147/siten.htm[2008/10/03 13:47:09]

協調路線「パートナーシップ」協定による組合承認の進展、③新しい労働法制として

の「組合承認」（５０％以上組織する組織の団交自動承認）による影響がある。（注
３）

アメリカ・イギリスに共通するのは、組織化におけるナショナルセンターのイニシア

チブ・産別との連携、育児休暇など女性の働きやすい環境重視、「職場における公

正」を積極的に打ち出していることである。２０００年には、これまでの経過から

もっと多くの組織化の成果が報告されるだろう。一方、わが国では75年からの組織率

の直線的低下傾向が続けば、２００３年には組織率20％を割ってしまう。「第二次組

織拡大実行計画」の推進でこの傾向に歯止めをかけることが望まれる。（注４）

注１：連合ＨＰの組織化キャンペーン（だからＵＮＩＯＮ、労働組合をつくろう）

注２：アメリカにおける組織化関連ページ（アメリカにおける企業年金をめぐる従業員の反対闘争）

注３：イギリスのパートナーシップ（イギリスTUCの「パートナーシップ」構想、イギリス労働運動事情）

イギリス労働組合の代表権（ロンドン通信、新労働党と労働組合）

注４：最新の組織率データ

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

http://www.jtuc-rengo.or.jp/sodan/dakara_union/index.html
http://www.rengo-soken.or.jp/houkoku/sonota/PensionSuits.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no130/houkoku.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no129/tokusyu.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no113/rondon.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/index.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no147/dio147.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/menu.htm


寄稿：年功制と教育機能

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no147/kikou.htm[2008/10/03 13:47:18]

ＨＰ ＤＩＯ目次 ＤＩＯバックナンバー

寄 稿

年功制と教育機能
法政大学社会学部教授 上林千恵子

家族や地域社会をコミュニティと称するとき、そこには生産的機能

のほかに、政治的･教育的･宗教的･娯楽的機能が期待されてきた。そ

こでの相互扶助機能がコミュニティのメンバーの生活を可能ならし

めてきたのであり、その意味では全人格的にメンバーが関与する必

要があった。翻って職業生活を考えるときでも、企業コミュニティ

という言葉を使用する場合、そこにはメンバーの相互扶助機能と全

人格的な関与が期待されている。

イギリスの社会学者であるドーアは、約30年前に日本で工場調査を

した際に驚いた一つのインタビュー経験を『イギリスの工場･日本の

工場』の中で語っている。そこでは、36歳ぐらいの課長が部をとり

しきり、数値を駆使し、アイデアを出して説明する一方、その上司

にあたるあまりぱっとしない50歳の部長の方は、パーティで寸劇を

演ずる子供を見てニコニコしている父親よろしく、課長を慈愛深く

見守っていたのであった。ドーアは、若い部下が自分よりも精力的

で頭が切れても、上司はその地位を脅かされないという身分システ

ムの安定が、こうした上司と部下の協力を促進していると結論を引

き出した。そして上司は降格を恐れることなく部下を引き立てるこ

とが可能で、他方、部下も上司と協力することが出世の早道となる

のは、個人よりも部が単位となって業績評価されるからで、このシ

ステムが企業コミュニティの根本となっているとしている。

ところで昨今、能力主義の必要性が強く叫ばれ、企業システムにお
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いてもその原理の導入が試みられているが、その際にしばしば忘れ

られていることが、年功制におけるその教育機能の側面ではないだ

ろうか。年功制とは、基本的な秩序原理として（もちろんこの原理

は運用における逸脱を否定するものではない）年齢の若い者が年齢

の上の者の地位を奪うことがないという規範を持っている。そして

その規範が存在するために、先輩は安心して自分が持っている仕事

の上の知識や経験、技能から始まって、職場の人間関係、一つの案

件を処理する際の根回しの仕方、情報のあり場所、情報を持つ人

間、避けるべきミスの類、などを後輩に教えることが可能なのでは

ないか。「若者は一人前になるまでに仕事を先輩から教わる」とい

うことを能力主義を導入する側は無限定に前提にしているけれど

も、それは教えるという条件、すなわち教えることが自分の業績に

も反映される、という条件が整ってこそ可能なのであって、そうし

た条件が整っていない場合は、先輩が下の者に、自分が苦労して身

につけたノウハウを簡単に明かすだろうか。体力もあり、ハング

リーであり、意欲もある若い者を伸ばそうとするには、伸ばす立場

の人の身分が安定していなければ不可能である。能力主義下で、自

分の雇用や評価が不安定な場合、その人に後輩に対する教育機能を

期待することは無理となろう。

職場に入った若年者も、実は抜擢人事が行われる能力主義の恩恵を

蒙る側にだけいるのではない。職業能力の育成はOJTが基本だが、そ

の能力は一朝一夕に形づくられるものではない。長年のOJTの中で、

先輩を見よう見真似で見習い、教わり、自分で勉強し、経験を積

み、失敗し、そうした技能、知識、経験などのすべてを総合したも

のが、その人の能力であって、単に自分の目前の仕事さえこなせれ

ばよい、というのはまだ能力のうちに入らない。どの職場でも10年

選手という言葉があるのは、少なくとも10年同じ職場にいなければ

能力が身についたと判断されないからであろう。
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そうした立場にある若年者にとって、能力主義という言葉は、既に

能力を身につけた先輩を優遇するためのものであって、まだ能力形

成途上にある若年者にとってはチャンスが少なくなることを意味し

よう。年功制とは勤続年数を重ねればある程度のキャリアを良かれ

悪しかれ推測できる秩序原理であって、能力主義の原理はその年数

の保証を取り払ったところに成立している。かくして、企業の中で

は勤続年数が短く、またそのために相対的に潜在能力は高くても、

即戦力となる能力についてはやや落ちる若年者は企業内で分が悪い

ことになる。能力を基準にした競争とは、競争の参加者が同一条件

下に置かれた場合に公正さが確保され、また効率性をもたらすので

あって、そこに能力形成途上にある人を同一条件に置いて競争させ

れば、未熟練の若者ほど不利になることは目に見えているだろう。

相撲の世界について、俗に｢無理偏に拳骨と書いて兄弟子と読む｣と

いう言い方がある。勝負が誰の目にも明らかになる実力世界で、か

つその構成員の人数が相撲取りだけに限定されている閉鎖社会であ

れば、殊更に能力主義と言わずとも、それは当り前のことであり、

またそれだからこそ競争相手となる力士は相互に切磋琢磨をする。

それに比べて、実際のところ実力の順位や勝負のはっきりしない会

社勤めのサラリーマンの場合に能力主義を強調するのは、勤続年数

の上昇が自動的に人件費の増加に結びつくことを避けるためであろ

う。しかしもし企業コミュニティの存在を認め、その教育的機能を

重視するならば、安易な年功制の否定を慎まねばならないだろう。

バブル崩壊後の不況で、職場にはいる新規採用者が少なくなった。

後輩に教えることが本人にとって一つの教育訓練機会になるとした

ら、新人採用の減少は即、教育訓練機会の減少を意味する。また後

輩が入らないことは、若年者にとっていつまでも新入りの仕事に留

め置かれることになり、一ランク上のより高度な職務につけず、そ
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れがまた本人にとって教育訓練機会を失わせることになる。さら

に、不況によって企業も短期的なリスク回避の行動を取ることが多

くなり、職業能力形成途上の若年者の登用機会を狭めている。教育

訓練投資、人的資本への投資という言葉が示すように、投資は必然

的にリスクを伴うものであるにも関わらず、そのリスクを恐れるた

めに、転職率が高く、定着が危ぶまれる若年者への教育訓練に及び

腰となっている。

教育は国家にとっては100年の計とされる。企業も労働組合も、短期

的な視野に陥りやすい能力主義を導入するという視点だけではな

く、長期的な観点から若年者の教育訓練の重視とそれを可能とする

年功制の教育機能を見直したらどうだろうか。
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第35回連合総研トップセミナー

「新時代の労使関係の課題と方向
日経連労使関係特別委員会委員長 阿南惟正

ご紹介いただいた阿南です。いま、司会者が言われたように、日本の労使関係について、批
判的な声もないわけではない。そういうことについて、今後どのように考えるのかがテーマ
だと思いますので、そういう意味合いでお話ししたいと思っています。
私自身は、いま、日経連労使関係特別委員会の委員長としてとりまとめをやっていますが、
実践にはあまり携わっていません。そういう意味では、生々しい現実に直面しているみなさ
んとは、やや感覚的に違いが出てくるかもしれませんが、その点はご容赦願いたいと思いま
す。
私は、ご紹介があったように、長らく新日鐵で人事・労働関係を担当してきました。そうい
う関係から、日経連において、昭和50年ごろから、委員会や視察などに参加して、勉強す
る機会を得るようになりました。連合と日経連の間では、しばしば会合をもっていますが、
私もできるだけ出席して、組合のかたがたの意見を聞くようにしています。また、私が主催
している労使関係特別委員会でも、昨年レポートを出すにあたって、鷲尾会長、笹森事務局
長をはじめとして、産別の委員長に来ていただいて話をうかがっています。そういうこと
で、きょうは、ご招請にしたがってこちらからお話をさせていただこうと思っている次第で
す。

いまさら申し上げるまでもなく、日本の労使関係が戦後の経済社会の発展に果たしてきた役
割は、非常に大きいと思います。今後もこうした労使の信頼関係をベースにした社会の安定
帯を維持することが、新しい経済成長の役割をになうことになると考えています。ただ、こ
こで一つ申し上げておきたいのは、労使関係とはつくりあげられてしまったものではないと
いうことです。つねに時代の変化に応じて内容が変わっていくものだということです。
このことについては、あとから少しふれますが、私は、外国の人たちに日本の労使関係につ
いて説明したりする機会がよくあるのですが、かならずといっていいほど、「日本の労使関
係は安定していていい」という言葉をいただいていました。私は、そのたびに、つぎのよう
に説明してきたのです。
現在の労使関係とは、多くの労使の先人たちが非常に厳しい努力をして、そういう積み重ね
によって、そのときどきの局面の変化に応じて、新しい考え方や新しい理念というものを吹
き込むことによって生き続けてきたものである。そういう意味では、今後とも労使双方、そ
ういう考え方に立って、新しい生命を吹き込んでいく、言うなればリフレッシュしていく努
力をしていかなければならない。
そういう意味で、経済がグローバル化し、低成長がつづき、また最近はIT時代の到来とい
うことで産業構造にも変化が起ころうとしているときに、今後経営としてどのように対応し
ていくか、労働運動がどのように展開していったらいいかという、両方の面に立って、やは
り新しい労使関係の方向を見定めていく必要があるのではないかと思っています。そういう
ことをまず前置きにして、お話をしたいと思います。

1．戦後日本の労使関係の変化

（1）三つの転換点
まず、戦後の労使関係の変化ということです。これはみなさんも十分ご存知のこととは思い
ますが、局面の変化に応じて、労使関係が、その内容を変えてきた、あるいは対応の仕方を
変えてきたということについて歴史を振り返ってみたいと思います。
戦後、日本の労使は、非常に厳しいいろいろな局面をくぐり抜けてきたわけですが、私は、
ターニングポイントが3つあったのではないかと思っています。第1のターニングポイント
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